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１．事業の概況 

 令和６年度は、今もなお続いている不穏な世界と其れらを起因とする不安定な為替レー

ト並びに異常な物価の高騰に見舞われる経済情勢にあっての運営となりました。 

また、昨今の生活様式を一変させた新型コロナウイルス感染症が第２類から第５類に移

行となり２年が経過しましたが、感染力の強さは今以って変わらず脅威であり、在宅サー

ビス事業（短期入所生活介護事業・通所介護事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業）に

於いては、ご利用者の健康と安全を確保するため、利用サービスの縮小を余儀なくされな

がら感染症まん延防止に努めた次第であります。加えて、他の感染症も含む利用控えや高

齢者人口の増加に対し、要介護認定者数の変動が少ないなどの要因もあって、前年度同様に業

績が低迷する厳しい状況でありました。 

こうした背景のもと、令和６年度は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）鳥寿苑、

東光苑、ケアセンター悠楽館、尾崎福祉相談センター、短期入所生活介護施設ケアステー

ション・愛では次の事業について取組み実施いたしました。 

 

【事業計画への取組】 

（１） 新型コロナウイルス（他感染症含む）、自然災害等への事業継続計画（BCP）に基 

づく事業推進体制の構築を図る 

・令和６年度も前年同様に、新型コロナウイルス感染症予防対策に努めており 

ましたが、残念ながら各施設に於いて新型コロナウイルス感染症への罹患者 

がまん延したため、止む無く一部業務に制限を掛けながら介護支援を行いま 

した。また、各拠点に於いて、感染症及び自然災害が発生した際の事業継続 

計画（ＢＣＰ）を策定し協議を重ねております。 

 

（２） 事業運営の安定化を図る（在宅サービス事業） 

・各事業所に於いて、稼働率向上に向けて利用者への利用継続への声かけを強 

化するとともに、新たな加算の取得可否について検討し取得しております。 

・利用者の求める介護支援の利用動向について、アンケート調査を実施し利用 

ニーズの把握に努め、サービスの質の向上に向けて協議を重ねております。 

・月次の事業活動収支状況を基に各拠点での業務の見直し、コスト抑制につい 

て改善を含めて協議を重ねております。 

     ・職員の業務上の負担軽減に向けて、業務の効率化並びに職場環境を見直すと 

ともに福祉機器等の導入を図るうえで情報収集に努め、合理的運用に向けて 

協議を重ねております。 

     ・介護保険外サービスとして、ケアステーション・愛にて、送迎介助（職員同 

行時）、同行支援（職員同行時）、電化製品（貸出・持込）、買い物支援を開始 

しております。 

 

 



（３） 職員が意欲を持ち、「この法人で働いてよかった」と職員が誰もが思い、やり甲 

斐のある職場環境を整える 

ア  法人内・外の研修 

職員の知識向上並びに意識改革を図り次の実習及び研修を実施しております。 

・認知症介護基礎研修      R6年 7月～12月 鳥寿苑 3名、東光苑 2 名、 

ケア愛 2名 

・試食会（食事提供）     R6年 9月 6日  鳥寿苑 4名、東光苑 5名、 

                              ケア愛 5名 

・令和６年度在宅医療・介護連携推進事業（ゆりほん多職種連携研修会） 

       R6年 9月 3日   ケア愛 2名     

     ・令和 6年度介護事例研修会  R6年 12月 20日 鳥寿苑 3名、東光苑 5名、 

                              ケア愛 5名 

  ・現場実習（ケアステーション・愛） R7年 1月（14日間）   鳥寿苑 1名 

・令和 6年度スキルアップ研修 R7年 3月 12日  東光苑 1名、ケア愛 3名                         

イ 新人職員の指導体制（プリセプター）の継続 

新人職員への指導には、プリセプターを配置し継続的に実施しております。 

ウ 広報活動の継続 

広報担当に若手職員を起用し、職員の自覚意識及び育成を図るうえで就職説 

明会等に参加し、次の広報活動を実施しております。 

・中学生と管内企業のふれあいＰＲ事業 R6年 7月 18日（ナイスアリーナ） 

 ・高校生就職活動サポートセミナー   R6年 12月 19日（ナイスアリーナ） 

 

２．財産及びサービス活動増減の状況       （令和 7年 3月 31日現在） 

科 目 
第１１期 

令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月 

第１０期    

令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月 

事業収益・サービス活動収益 731,517千円 748,550 千円 

サービス活動増減差額 11,753千円 △4,309千円 

当期活動増減差額 △11,379千円 △4,400千円 

総資産 326,208千円 350,519千円 

 

３．法人の概要 

（１）法人の名称及び代表者   社会福祉法人 由愛会 理事長 小林直樹 

（２）主たる事務所所在地    由利本荘市薬師堂字谷地 287番地 2 

      及び電話番号    0184-28-0222 

（３）認可年月日及び認可番号   平成 26年 11月 11日 指令由本第 1924号 

（４）法人登記年月日      平成 26年 11月 13日 

 



４．法人役員、評議員の状況  （令和７年 3月 31日現在） 

理事 監事 評議員 事務員 評議員選任・解任委員 

６名 2名 8名 5名 3名 

 

５．法人の行う事業               （令和 7年 3月 31日現在） 

事業の種類 施設・事業種別 施設名称 施設長(管理者) 定員 

第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 
鳥寿苑 高 橋 哲 50 名 

東光苑  佐々木 喜隆 50 名 

第二種社会福祉事業 

短期入所生活介護 

ケアステーション・愛 佐 藤 博 樹 34 名 

鳥寿苑短期入所生活介護 高 橋 哲 22 名 

東光苑短期入所生活介護 佐々木 喜隆 15 名 

通所介護 

鳥寿苑通所介護事業所 小 沼 賢 作 20 名 

悠楽館通所介護事業所 髙 橋 弘 子 20 名 

知的障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 高 橋 哲 － 

東光苑通所介護事業所 佐々木 喜隆 25 名 

訪問介護 
鳥寿苑訪問介護事業所 

（尾崎出張所） 
今野由美子 － 

生活支援ハウス 

鳥寿苑生活支援ハウス 高 橋 哲 10 名 

悠楽館生活支援ハウス 高 橋 哲 10 名 

東光苑生活支援ハウス  佐々木 喜隆 8 名 

公益事業 
居宅介護支援 

鳥寿苑居宅介護支援事業所  佐藤 亜紀子 － 

東光苑居宅介護支援事業所  菊 地 智 広 － 

尾崎居宅介護支援事業所  矢 野 香 里 － 

訪問入浴介護 鳥寿苑訪問入浴介護事業所 高 橋 哲 － 

収益事業 なし 

 

６．その他活動の状況 

（１）法人職員ストレスチェック実施状況 

   ストレスチェック対策（50名以上の事業所職員） 

    ・対象施設：鳥寿苑、悠楽館  実施職員数：73名 令和 6年 11月 15日～29日 

          東光苑      実施職員数：56名 令和 6年 12月 4日～17日 

 

（２）会議開催状況 

会 議 名 開催回数（R6年 4月～R7年 3月） 

拠 点 会 議 12回 

財務諸表月例監査 12回 



７．ケアステーション・愛・尾崎居宅介護支援事業所 令和６年度事業報告 

（１） 利用状況 

○ケアステーション・愛 

       短期入所生活介護事業を営むケアステーション・愛の利用者数は男性 22人、女性 

33人、利用者の合計人数 55人、年間での利用総人数 9,687人、1日あたり 26.54人、 

前年度の年間利用総人数より 227人増となりました。 

   また、利用者の男女別でみる要介護度平均は、男性 3.22、女性 3.06であり、平均 

年齢は、男性 85.55歳、女性 89.00歳、平均年齢 87.27歳となりました。 

  男女とも平均年齢の数値は、昨年とほぼ同様であったものの 85歳以上の利用者は 

70.90％（男性 59.09％、女性 78.78％）を占めており、女性高齢者の施設割合の高 

い利用でありました。 

   なお、施設の利用日数については、利用者のおかれている生活環境等で、介護保 

険適用 30日を越えて連続利用されるご利用者は 6割を占める状況にありました。  

〇尾崎居宅介護支援事業所 

  尾崎居宅介護支援事業所の利用者への介護計画作成実績は、年間延べ人数 613名、 

   由利本荘市からの委託である介護予防計画作成は、年間延べ人数 192名の計 805名 

前年度に比べ 19名増となりました。 

  高齢者人口は増え続けているものの、新規利用者の要介護者の認定者数の変動が 

少ない傾向もみられ、在宅サービス利用から特別養護老人ホームへの移動や病気の 

悪化等により入院治療を要することも多くあり、ご利用者の介護計画も予防を中心 

とした作成を求められる傾向が増えておりますが、相談等は積極的に受けるように、 

主治医、各関係機関、各サービス事業所、地域包括支援センターとの連携も図って 

おります。対応が困難なケースも多々あるものの、旧本荘市内在住者の方からの相 

談及び紹介も増えておりますので、必要とされる課題に取り組み、今後も要介護、 

要支援のご利用者の依頼により、心身状況や生活状況、意向を尊重し、自立した生 

活を送れるようなサービスの提供に努めて参ります。 

 

（２） 事業推進計画への取組 

  ア 収益向上への取組 

・ご利用者（家族含む）へ利用満足度調査実施  令和 6年 7月 

・介護支援専門員への利用形態調査実施     令和 6年 8月 

  イ 付帯設備（空調）更新 

    ・冷暖房設備の更新未実施（見積検討中） 

  ウ 電力設備の更新 

    ・電灯変圧器、動力変圧器、区分開閉器の更新未実施（見積検討中） 

  エ 職場環境の改善 

    ・介護ロボット、介護記録システムの導入（見積検討中） 

    ・電話交換機の更新（見積検討中） 

 



  オ 保険外サービス 

    ・送迎介助、同行支援、貴重品管理、日常生活用品購入代行サービス、電化製品 

貸出・持ち込、福祉用具使用（利用者要望）  令和 6年 9月～令和 7年 3月 

 

（３）活動報告 

 介護サービス（入浴・排泄・食事・相談・日常生活の手伝い）計画に基づき、利用 

者の立場に立った介護サービスの提供を行うとともに、介護に携わる家族や支援者の 

介護負担の軽減に努めるよう次のように実施しました。 

ア 生活援助 

    利用者の持つ身体残存機能を把握することで、日常生活に於いて個々に必要とす 

る介護援助を行いながら、利用者が集団生活を通じて交流する機会を心がけ「楽 

しむ」生活を送られるよう取り組みました。 

・身体に合わせた支援を必要とする利用者には、車いす、歩行器、食器等、 

適した機器・機材を用意し、残存する機能維持に努めました。 

・日常のレクリエーション及び各月の行事を通じて利用者間の交流を支援し 

ました。 

      ・介護者の負担軽減について、緊急時の入所受入れ相談及び利用日数の変更 

等に対応しました。 

イ 健康管理 

    利用者並びに職員の健康管理を行いました。 

      ・健康診断             令和 6年 7月～10月 職員 26名 

・季節性インフルエンザ予防接種    令和 6年 11月 26日  職員 27名 

ウ 委員会 

    ・身体拘束廃止＆事故防止対策＆虐待防止委員会（月１回） 

・感染＆褥瘡対策委員会（月１回） 

・行事企画委員会（月１回） 

・食事検討委員会（月１回） 

・居宅伝達会議（週 1回） 

エ 災害・消防避難訓練及び事業継続計画 

    火災、災害発生時を想定し、利用者と職員が一体となって避難訓練を実施し職員 

は事業継続計画に基づく連絡・点検・周知訓練を行いました。 

・災害時避難訓練、事業継続計画（BCP）訓練 

           水没時の避難確保を想定した訓練  令和 6年 9月 25日 

                              〃                    利用者 14名  職員 13名 

・消防訓練（２回実施） 

        夜間時の火災を想定した訓練１   令和 6年  5月 24日 

               〃           利用者 25名   職員 10名 

              夜間時の火災を想定した訓練２    令和 6年 11月 22日 

                              〃           利用者 24名  職員 12名 



オ 感染症予防対策 

施設利用者への面会制限（地域のまん延状況に依る）・入室禁止、家族や介護者 

の病院付添時の検温測定の協力を得ながら健康状態を確認し、感染予防に努める 

とともに、職員の手洗い・うがい・マスク着用及び手に触れる箇所の消毒を徹底 

し、検温 2回実施（出社時、午後 3時）早期の体調変化や地域の感染者情報収集 

に努めました。 

しかしながら、感染力の強い状況下では防ぐ事ができず令和 6年 12月、利用者 2 

名、令和 7年 2月利用者 6名、職員 2名が新型コロナウイルスに感染したことに 

より利用制限をかけての営業となりました。 

今後も引き続き迅速な感染症情報の共有化を図りながら、職員一人一人が常に衛 

生対策に注意し、日常の業務にあたって参ります。 

 

８．特別養護老人ホーム鳥寿苑・ケアセンター悠楽館 令和６年度事業報告 

（１）利用状況 

     特別養護老人ホーム鳥寿苑は、1日平均 46.70人、前年度比較 0.64％減、短期入所 

生活介護事業所は、1日平均 14.40人、前年度比較 10.56％減、鳥寿苑通所介護事業所 

は、1日平均 12.30人、前年度比較 6.82％減、悠楽館通所介護事業所は、1日平均 9.80 

人、前年度比較 12.64％増、訪問介護事業所は、1日平均 4.50人、前年度比較 9.76％ 

増、訪問入浴介護事業所は、1日平均 0.04人、前年度比較 97.50％減、居宅介護支援 

事業所は、1日平均 5.90人、前年度比較 9.23％減となりました。 

   また、介護報酬請求金額の総額は 334,308千円前年度比較 2.14％減となり、事業所 

ごとの割合は、施設利用 59.39％、短期生活利用 17.17％、鳥寿苑通所 8.42％、悠楽 

館通所 6.65％、訪問介護 1.19％、訪問入浴介護 0.02％、居宅介護支援 7.16％であり 

ました。 

    由利本荘市からの委託事業として、知的障害者デイサービスセンターについては、 

障害者自立支援法に基づきサービス提供し、実績は延べ人数 52人でありました。 

   なお、生活支援ハウスについては、独居生活で不安を抱えている高齢者に対して安 

心して、生活を送れるよう支援の場を提供する目的としています。利用者は、冬期間 

の利用が集中しております。実績として、鳥寿苑生活支援ハウスが延べ人数 843人の 

ご利用となりました。 

 

（２）事業推進計画への取組 

   〇特別養護老人ホーム鳥寿苑・鳥寿苑短期入所生活介護事業所 

    看護職員の増員を図り看護体制加算Ⅱの取得により増収を図る。 

・特別養護老人ホーム鳥寿苑     3,400千円の増収。 

     ・鳥寿苑短期入所生活介護事業所    700千円の増収。 

   〇鳥寿苑通所介護事業所・悠楽館通所介護事業所 

     介護職員の資格要件によりサービス提供加算Ⅲの取得により増収を図る。 

     ・人員配置の異動により未実施。 



   〇鳥寿苑訪問介護事業所・鳥寿苑訪問入浴介護事業所 

     各居宅介護支援事業所へ当事業所サービスのＰＲ活動を展開し、鳥海、矢島地域 

   利用者の増員を図る。 

     ・各居宅介護支援事業所へのＰＲ活動実施。 

   〇鳥寿苑居宅介護支援事業所 

     介護支援専門員の資格者を増員し増収を図る。 

     ・ハローワークを通して求人活動を実施するも求職者無し。 

 

（３）活動報告 

   介護サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰等を念頭におい 

て、日常生活の介護、相談や援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養 

上の世話を行い、利用者等が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 

ように、利用者の立場に立った介護サービス提供に努めることを基本方針に掲げ次の 

ように実施しました。 

ア 生活援助 

    利用者の自立の向上を目標にＡＤＬを把握し、サービス計画に反映させた統一し 

たケアを行い自立動作の向上に向けた対応を図りました。 

・車いす等移動時の機器を随時見直し、移動の自立を強化した。 

・身食器の工夫や、食事の場所を見直し、自立を強化した。 

・身洗面所の整容動作、また洗面所へ行けない利用者はベッド上でのうがい 

介助を強化した。また、ゆとりある多様な活動として、夏祭りの行事を 

              新型コロナウイルス感染防止を講じながら、利用者のみの実施とし施設内 

での人と人との絆を深め、充実した生活を送ることができました。 

イ 健康管理 

       利用者の介護の上昇等により病院受診者が増加する中で、一人一人が心身共に健 

康で充実した日常生活が送れるように健康管理を行いました。 

（利用者） 

・結核検診            令和 6年  7月 18日          37名 

           ・季節性インフルエンザ予防接種 令和 6年 11月 13日・20日     46名 

（職員） 

      ・健康診断            令和 6年 9月 10日 ～11月 26日  39名 

       ・健康診断（夜間業務従事者）   令和 7年 2月 20日 ～ 3月 13日  14名 

        ・季節性インフルエンザ予防接種  令和 6年 11月 13日・11月 20日  72名             

ウ 委員会 

・管理委員会(月１回)・衛生委員会(月１回)・事故防止委員会(年４回) 

・給食委員会(年３回)・リハビリ委員会(年２回)・衛生美化委員会(年４回) 

・身体拘束廃止委員会(年４回)・感染防止対策委員会(年２回) 

 

 



エ 災害・避難訓練 

      火災予防、災害発生時を想定し、利用者と職員が地域住民と一体となって避難訓 

練を実施しました。         

 ・鳥寿苑 令和 6年  6月 28日   悠楽館 令和 6年  6月 27日 

          ・鳥寿苑 令和 6年 10月 25日    悠楽館 令和 6年 10月 29日 

オ 感染症予防対策 

    利用者の感染予防対策として、コロナ渦により面会を禁止しておりましたが、現 

在はタブレットを使用して面会を実施しております。 

    また、職員の出勤時の検温、マスク着用、手指消毒を実施し、基本的感染予防に 

心がけております。 

  

９．特別養護老人ホーム東光苑 令和６年度事業報告 

（１）利用状況 

特別養護老人ホーム東光苑は、1日平均 49.0人、前年度比較 99.4％、短期入所生 

活介護事業は、1日平均 8.8人、前年度比較 69.3％、通所事業所は 1日平均 13.8人、 

前年度比較 92.6.0％、増減比較で 10.6％の増となっております。 

 

（２）事業推進計画への取組 

全体の実施状況としては個々のサービス計画に基づき、出来るだけ地域の住み慣れ 

た環境に近づけ、可能な限り自宅における生活復帰を念頭において、日常生活の介護、 

相談援助、機能訓練、健康管理及びご利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活 

を営めるように一人一人に寄り添ったサービス提供を基本方針に掲げ、次のように実 

施いたしました。 

ア 令和 6年度は、入居者の住環境改善の観点から予てより市に対し居室テレビの更 

新をお願いしておりましたが、今年度分として 37インチ 5台の更新を行っており 

ます。引き続き、年度計画の中予算の範疇において更新をお願いし、ご利用者の 

住環境の整備に努めて参ります。 

イ 令和 6年 10月からご利用者家族に対し給食便りを発行しております。これは、 

淡淡とした苑生活の中、ご利用者に食事の楽しさを如何に感じて頂けるか等工夫 

し、ご家族には毎月お誕生会に食べて頂くメニューを中心に四季折々、旬の食材 

等を地元特産市場からの仕入れや、栄養価、レシピ、等もお知らせしながら、「あ 

ーっこういうの食べてるんだ。」という反響も頂きながら、苑にいるご利用者との 

寄添い感を感じていただけるよう食事環境の充実に努めて参ります。 

 

（３）活動報告 

介護サービス計画に基づき、ご利用者が有する能力に応じて安心・安全に自立した 

日常生活を営むことができるよう日常生活や健康管理及び療養上の支援を行い、ご利 

用者の立場に立った介護サービス提供に努めることを基本方針に掲げ、次のように実 

施しました。  



   

ア 生活援助 

    ご利用者の自立向上を目標に日常生活動作を把握し、サービス計画に反映させ、 

    お一人お一人の自立動作向上に向けた対応を図るとともに車椅子等、移動用機器 

の使用を随時見直し、移動の自立を図っております。 

    （ア）食器の工夫や食事の場所を見直し、自立強化を図りました。 

    （イ）洗面時の整容所作、洗面所に行けないご利用者はベッドでのうがい介助を 

強化しました。 

    （ウ）ゆとりある多様な活動の一環として、ご利用者と職員で、当月誕生者の誕 

       生会を実施、又、10月 21日に敬老会として、米寿 3名、卒寿 5名、白寿 

1名併せて 9名の健康長寿をお祝いしご利用者間の親睦を深め、充実した 

1日を送ることができました。また、1月 15日には、年男、年女、のご利 

用者 10名の健康長寿を祈願し、新年会と誕生会を一緒に開催しております。 

残念なのは、未だコロナの影響により夏祭りや、ご家族参加の行事が出来 

なかったことです。 

来年は、是非、ご家族一緒の楽しい時間を過ごして頂きたいと願うもので 

あります。 

  イ 健康管理 

     ご利用者の介護度の上昇等により病院への受診者が増加していくなか、ご利用者 

お一人お一人が身心共に充実した生活が送られるように、ご利用者及び職員の健 

康管理を行いました。 

（ア）ご利用者 

・ ご利用者肺炎球菌          令和 6年 5月 24日        1名 

       ・胸部レントゲン撮影        令和 6年 7月 17日           45名 

        ・季節性インフルエンザ予防接種   令和 6年 11月 29日      46名 

     （イ）職員 

・健康診断    令和 6年 7月 1日 ～ 令和 7年 3月 31日           51名 

・特定業務者健診（夜勤業務従事者） 令和 7年 2月 12日       17名 

   ・季節性インフルエンザ予防接種   令和 6年 11月 29日         60名  

 ウ 災害・消防避難訓練 

    火災予防や災害対応のため、ご利用者と職員、近隣自治会で構成されている東光 

苑防災援護会等一体となって、避難訓練や救命救急講習等の訓練を行うものでし 

たがコロナ禍の中、単独訓練として行っております。 

      ・避難訓練（夜間想定避難訓練）    令和 6年  7月 22日  

      ・   〃 （日中想定避難訓練）    令和 6年 12月 17日  

 

 

 

 



  エ 感染症予防対策 

     令和 6年 9月 12日 8名のご利用者と２名の職員が新型コロナウィルス陽性とな 

り、感染者 10名罹患の施設クラスターとなったものであります。最終的に職員 

10名ご利用者 30名合計 40名の罹患となり 10月 1日に終息を迎えております。 

その後、11月 22日 6名の利用者にコロナ罹患が見られ、うち 1名が急性肺炎に 

よる死亡という状況から保健所に連絡、その指示の下､以後の発症が見られず、 

12月 1日には終息となったものであります。 

     今後とも、身近に潜む様々な感染症に最大の警戒をはらいながら進めて参りたい 

と考えております。 


